
仕 様 書 

 

１ 契約番号   教総第 23 号 

２ 修 繕 名   成仁小学校避難器具取替修繕 

３ 修繕場所   福知山市 中坂町 地内 

４ 修繕内容   垂直式救助袋（袋本体）3 階用                 2 台 

                  (型式番号：冨士 SSS-002) ※同等品以上の設備 

         （入口金具、取付具、格納箱(いずれもスチール製・屋内用)

を含む） 

         取替施工費                  2 式 

         既設撤去費・廃材処理費            2 式 

         消防署申請書類作成費等（設置届・着工届）   1 式  

                  消防検査立会費                1 式 

         諸経費                                       1 式 

５ 契約期間   契約締結日から令和 8 年 3 月 20 日まで 

６ 支  払    修繕が完了し、検査終了後、適法な請求書を受理した日か 

          ら 30 日以内に代金を支払う。 

７ その他    ・ 垂直式救助袋は、(一財)日本消防設備安全センター認

定品とする。 

・ 作業の施工日程については、教育委員会及び学校と調 

          整し、職員の指示に従うこと。 

※作業日が土日または長期休暇になる可能性あり 

         ・ 作業にあたって作業員、児童などに危険がないよう万 

          全の対策を講じ、施工中は安全管理を徹底すること。 

         ・ 道路や既設物等への影響に十分注意し、対象物以外に 

          損傷を与えないようにすること。 

         ・ 修繕完了後、完了届及び写真を提出すること。 

         ・ 修繕を行うにつき生じた損害（器物損壊等）について 

          は、受注者がその費用を負担する。ただし、発注者の責 



          めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者 

          が負担する。 

         ・ 受注者は、事故や違法行為などを発見した場合には、 

          必要な応急の対応を行うと共に、直ちに発注者に連絡及 

          び報告を行うこと。 

         ・ 事故、違法行為又は災害等が生じた場合、直ちにその 

          責を明らかにし、その後の対応を決定する。 

         ・ 降下地点のマーキングなど、仕様書に定めのない事項 

          については、両者での現場立会及び協議の上変更契約に 

          より対応する。 

 


